
ＪＡ鳥取県人権・同和問題対策推進本部からのお知らせ

ＪＡグループ鳥取では人権・同和問題に対して、令和３年度より「第８次（2021～

2023 年度）ＪＡ鳥取県人権・同和問題対策推進方針」をもとに、差別と偏見のな

い社会の実現のために取り組んでいきます。

組合員の方はもとより、地域住民の方にも人権・同和問題が身近な存在であること

に気づいてもらうため、第８次期間中（2021～2023 年度）も引き続き、人権・同和

問題に対する啓発記事を年４回連載します。

第２８回「水平社創立１００年について」

２０２２年（令和４年）３月３日、我が国初の人権宣言である「水平社宣言」が出され

て１００年を迎えました。

この宣言は、１９２２（大正１１）年３月３日、京都市にある岡崎公会堂に部落差別に

苦しむ人々が全国各地から集まり「全国水平社」を結成し、その創立大会で読み上げ

られました。

全国水平社とは、被差別部落の人々が差別と貧困からの解放を求めて結成した自

主的な部落解放運動の全国的な団体です。

“水平社”は、「人間は生まれながらにして平等な存在である」という理念から名付け

られ、宣言には、長い歴史の中で不当な差別を受けてきた人々の痛切な思いととも

に、すべての人があらゆる差別を受けることなく、人間らしく生きていける社会の実現を

願う気持ちが込められています。

また、宣言の最後に書かれた「人の世に熱あれ、人間に光あれ」という言葉には、

「人間を尊敬し、大切にし合うことで差別はなくしていける」という願いが込められてい

ます。

水平社宣言に込められた被差別の立場にある人々の願いを感じるとともに、次世

代を担う子どもたちのためにも、全ての人の人権が尊重される心豊かな社会の実現を

目指し、一人ひとりが差別をなくす行動を続けていくことが大切です

水平社宣言は、インターネットなどでも掲載されていますので、皆さんも内容を確認い

ただき、当時の思いを理解いただくとともに、これからの自分の行動の一助として頂け

ればと思います。


